
入 札 公 表 

 

平成３０年１１月 ９日 

 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

一般財団法人広島市都市整備公社 

理 事 長  三 村  義 雄 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

 ⑴ 件名 

公社有地の一時貸付 

 ⑵ 物件の内容等 

別表のとおり 

 ⑶ 用途の指定 

自家用駐車場又はコインパーキング（それらの関連施設等を含

む。） 

 ⑷ 貸付期間 

   平成３０年１２月１１日から平成３３年１２月１０日まで（1

回に限り更新可能） 

⑸ 予定価格 

最低貸付価格 月額２３３，０００円 

（別途取引に係る消費税及び地方消費税の額が必要となる。） 

 ⑹ 入札方式 

   本件は，開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確

認型一般競争入札で入札執行する。 

 ⑺ 入札方法 

ア 入札金額は、貸付月額を記載すること。 

⑻ 入札区分 

本件業務は、入札説明書に定める方法により、所定の入札書 

を郵送（配達証明付書留郵便）又は持参し、入札する郵便入札

対象案件である。 

２ 入札参加資格 

⑴ 広島市に住所を有する個人又は広島市内に本店、支店若しくは

営業所を有する法人であること。 

⑵ 車両を１０台以上所有若しくは使用等する者で、賃貸物件を自

ら使用する者又は広島市内でコインパーキングを経営若しくは

運営する者であること。 

⑶ 入札公表の日から開札日までの間のいずれの日においても、営

業停止処分又は広島市の指名停止措置若しくは競争入札参加資

格の取消しを受けていないこと。 

⑷ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者 

であること。 

⑸ 個人である場合、当該入札に係る契約を締結する能力を有する

者又は破産者で復権を得た者であること。 

⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法 

律第７７号）第２条第２号又は第６号に該当しない者であること。 

⑺ 広島県暴力団排除条例（平成２２年広島県条例第３７号）第 

１９条第３項の規定による公表が現に行われていない者 

⑻ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者 

⑼ その他地方自治法施行令第１６７条の４及び一般財団法人広島

市都市整備公社契約規程（以下「規程」という。）第３条第２項の

規定に該当しない者であること。 

３ 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法 

一般財団法人広島市都市整備公社（以下「本公社」という。） 

のホームページ(http://www.hts.city.hiroshima.jp/)からダウンロ 

ードすることができる。ただし、これにより難い場合（ダウンロ 

ードできない場合の書類を含む。）には、次により交付する。 

⑴ 交付期間 

入札公表の日から平成３０年１１月２６日（月）までの土曜 

日、日曜日及び祝日（振替休日を含む。）を除く毎日の午前８ 

時３０分から午後５時まで 

⑵ 交付場所 

〒７３０－００４２ 

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号 

（広島市役所北庁舎別館３階） 

一般財団法人広島市都市整備公社経営管理部経営管理課 

電話 ０８２－２４４－０９０９（直通） 

４ 契約条項を示す場所等 

⑴ 契約条項を示す場所 

本公社のホームページ（前記３に記載のとおり。以下同じ。） 

からダウンロードすることができる。ただし、これにより難い 

場合には、前記３⑴及び⑵により交付する。 

⑵ 入札書、入札説明書、仕様書等の交付方法 

本公社のホームページからダウンロードすることができる。 

ただし、これにより難い場合には、前記３⑴及び⑵により交 

付する。 

⑶ 契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先 

前記３⑵に同じ。 

⑷ 入札書等の提出方法 

ア 紙による入札書等を郵送（配達証明付書留郵便）又は持参す 

ること。 

イ 入札書等の提出期限 

(ｱ) 提出期限 

平成３０年１１月２６日（月）の午後５時まで【必着】 

  ウ 入札書の郵送又は持参する場所 

前記３⑵に同じ。 

⑸ 入札回数 

入札回数は、１回限りとする。 

⑹ 開札の日時及び場所 

ア 日時 平成３０年１１月２７日（火）午前１０時 

イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号 

一般財団法人広島市都市整備公社 入札室 

（広島市役所北庁舎別館１階） 

⑺ 開札 

ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会う 

ことができる。（立ち会うことができる者は、１者につき１ 

名とする。） 

イ 開札の結果、予定価格以上で最高の価格をもって有効な 

 



 

入札書を提出した者があるときは、落札者の決定を保留し、 

当該者を落札候補者とする。 

ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が２者以上あ 

るときは、別途指定する日時及び場所においてくじ引きによ 

り落札候補者を決定する。ただし、同価の入札をした者のす 

べてが立ち会いしている場合には、開札後直ちに、くじ引き 

により落札候補者を決定する。 

なお、くじ引きをしない者がある場合には、当該入札事 

務に関係のない職員がその者に代わってくじ引きを行う。 

５ 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出 

落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及 

び入札参加資格の確認に必要な書類（以下「資格確認申請書等」 

という。）を持参により提出しなければならない。 

⑴ 提出先 

前記３⑵に同じ。 

⑵ 提出部数 

提出部数は、１部とする。 

なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。 

⑶ 提出期限 

平成３０年１１月２８日（水）の午後５時まで 

ただし、前記４⑺ウ本文によりくじ引きを行う場合は、別途 

指定する日時までとする。 

なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入

札を無効とする。 

⑷ その他 

入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに 

提出できるよう準備しておくこと。 

６ 一般競争入札参加資格の確認 

一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場 

合を除き、開札日時を基準として、前記５により提出された資格 

確認申請書等により確認する。ただし、落札候補者が、開札日以 

後、落札者の決定日までの間に前記２⑶の広島市競争入札参加資 

格の取消し若しくは広島市の指名停止措置を受け、又はその他一 

般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入 

札を無効とする。 

７ 落札者の決定 

 ⑴ 前記６により落札候補者が一般競争入札参加資格を有すると確

認された場合は，当該落札候補者を落札者として決定する。 

 ⑵ 落札者の決定結果は、入札参加者全員に通知する。 

８ その他 

⑴ 入札保証金 

免除 

⑵ 入札の無効 

次に掲げる入札は、無効とする。 

ア 本件公表に示した入札に参加する者に必要な資格のない 

者がした入札 

イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札 

ウ その他規程第７条各号のいずれかに該当する入札 

⑶ 契約保証金 

  免除 

⑷ 敷金 

貸付月額の４ケ月分を、貸付日までに納付しなければならな

い。 

⑸ 契約書の作成の要否 

   要 

 ⑹ 入札の中止等 

   本件入札に関して，天災地変があった場合，入札参加者の談合

や不穏な行動の情報があった場合など，入札を公正に執行するこ

とができないと判断されるときは，入札の執行を延期又は中止す

ることがある。 

 ⑺ 契約の締結 

   本契約については，落札者を決定した日から５日以内の日（最

終日が広島市の休日を定める条例第１条第１項各号に掲げる日に

当たるときは，その日後において，その日に最も近い同項各号に

掲げる日でない日）において，落札者が本公社から交付された契

約書に記名･押印して，取り交わすものとする。  

 ⑻ その他 

詳細は、入札説明書による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


